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小規模事業者持続化補助金

2020年3月10日から2021年2月5日まで募集期間

目的

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者
保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補
助します。公募受付開始3月13日(金)10時00分(予定)、第1回受付締切：2020年3月31日(火)、第2回受付締切：2020年6月5日(金)
、第3回受付締切：2020年10月2日(金)、第4回受付締切：2021年2月5日(金)です。

支援内容

補助対象事業
（１）策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組であること。あるいは、販路開
拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための取組であること。

①地道な販路開拓等（生産性向上）の取組について
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓や売上拡大の取組を支援するもので
す。
 ・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また
、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
 ・開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
 ・本事業の完了後、概ね１年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動（＝早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動
）とします。

②業務効率化（生産性向上）の取組について
・本事業は、地道な販路開拓等（生産性向上）の取組をする場合に対象となりますが、販路開拓とあわせて行う業務効率化（生産
性向上）の取組を行う場合には、業務効率化（生産性向上）の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サ
ービス提供等プロセスの改善」および「ＩＴ利活用」があります。

※5/5追記
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入
等)等に対応するため、持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、新型コロナウイルス感染症が
事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助します。

支援規模

補助上限額：５０万円
補助率2/3

対象者の詳細

（１）小規模事業者であること
（２）商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
（３）本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
（４）この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」において、受付締切日の前１０か月以内に、先行する受
付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した（している）者でないこと（共同申請の参画事業者の場合も含みます）
。
（５）「別掲：反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実
施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。

お問い合わせ

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
 〒１５１－００５１ 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１１－８
 電話番号 ０３－６４４７－２３８９



担当者

 
会社名：一般社団法人財務セカンドオピニオン協会
担当　： 橋本
住所　：東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル

当サービスは業務委託先が提供しており、サービス内容･品質については一般社団法人財務セカンドオピニオン協会が保証するものではありません。
サービスのご利用はお客さまの判断の元で行なってください。万一サービス提供を受けた結果損害が生じても、一般社団法人財務セカンドオピニオン協会
は責任を負いかねます。
補助金、助成金検索サービスである業務委託先へお客さま情報(企業情報)を提供し作成した資料となっております。
≪お客さま情報(企業情報)お取り扱いについて≫
提供先　　　　：株式会社グランドツー（住所：東京都渋谷区南平台町3-13 新掘ビル3F電話：03-6427-0944）
利用目的　　　：株式会社グランドツーはお預かりした情報を補助金、助成金検索の目的で利用します。
提供される内容：該当する可能性がある補助金、助成金


